
新座団地交番だより

広
 
報

国際電話を使用する機会がない方は、

是非国際電話利用休止申請を！

故意の犯罪行為により不慮の死を遂げたご遺族又は重大な傷害な

どを受けた方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪

被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再

び平穏な生活を営むことができるよう支援をする制度です。

※詳しくは県警ホームページをご覧ください。

インターネットが使えない方は

新座警察署０４８‐４８２‐０１１０または

県警本部警務課０４８‐８３２‐０１１０

にご連絡ください。

≪9月中≫
自転車盗 ３件

交通事故 ２１件

詐欺 １件

本数値は、新座団地交番に

おける事案取扱い件数であ

り、刑法犯認知件数とは異

なります。


